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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単で確実な操作可能で、かつ部材数が少なく
、組立てが容易な建物用ルーバを提供する。
【解決手段】ルーバ羽を所定角度開閉する操作部材５は
、たて桟にとりつけられる細長状の基台６を有し、該基
台は長手方向両側に取付部を形成し、中央部に長手方向
に複数個の凸凹ストッパ部６ｂを略円弧状に形成し、か
つ該凸凹ストッパ部に沿って長手方向にスライド長孔を
形成しており、さらに該基台にはレバー受具７が内側に
突出してとりつけられており、該レバー受具はレバー本
体８の一端を回転可能に軸支し、該レバー本体は軸支部
より外側に連動バーに係合する係合部８ｂを形成し、さ
らに他端に基台のスライド長孔を貫通して操作つまみ９
の取付部９ｂを形成しており、該取付部には操作つまみ
を該操作つまみの係止突起９ｄが基台の凸凹ストッパ部
から係合、脱出できるように内、外側方向に移動可能に
とりつける。
【選択図】図６



(2) JP 3146801 U 2008.12.4

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
たて桟間に、長手方向に沿って多数並設しているルーバ羽は、その一端が一方のたて桟に
収められている回転軸に軸支し、その他端は他方のたて桟に収められている回転カムに軸
支し、該回転カムは連動バーに係合しており、該連動バーは操作部材に係合しており、該
操作部材の操作によって連動バーが上下動し、回転カムが回転し、同時にルーバ羽が回転
して所定角度開閉する構成を有する建物用ルーバにおいて、上記操作部材はたて桟にとり
つけられる細長状の基台を有し、該基台は長手方向両側に取付部を形成し、中央部に長手
方向に複数個の凸凹ストッパ部を略円弧状に形成し、かつ該凸凹ストッパ部に沿って長手
方向にスライド長孔を形成しており、さらに該基台にはレバー受具が内側に突出してとり
つけられており、該レバー受具はレバー本体の一端を回転可能に軸支し、該レバー本体は
軸支部より外側に連動バーに係合する係合部を形成し、さらに他端に基台のスライド長孔
を貫通して操作つまみの取付部を形成しており、該取付部には操作つまみを該操作つまみ
の係止突起が基台の凸凹ストッパ部から係合、脱出できるように内、外側方向に移動可能
にとりつけており、ルーバ羽の開閉に際しては、操作つまみを把手して外側に移動して、
操作つまみの係止突起と基台の凸凹ストッパ部との係合を解き、次いで該操作つまみを所
定の位置まで回転せしめることによってこれと連結しているレバー本体が回転し、同時に
レバー本体に係合している連動バーが上下動し、回転カムが回転してルーバ羽が所定角度
開閉し、次いで操作つまみを内側に移動して基台の凸凹ストッパ部に係合することを特徴
とする建物用ルーバ。
【請求項２】
レバー本体の取付部をコ字型に形成し、コ字型の空部に操作つまみの取付部を介在せしめ
て、該取付部の内外側方向に形成した長孔に連結ピンを通してレバー本体に操作つまみを
連結しており、かつ操作つまみに内外方向に付勢するバネ体をとりつけてレバー本体の取
付部に対して内外側方向に移動可能に弾支状態でとりつけていることを特徴とする請求項
１記載の建物用ルーバ。
【請求項３】
操作つまみが連結ピンを軸として基台の凸凹ストッパ部側に回転できることを特徴とする
請求項２記載の建物用ルーバ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案はルーバ雨戸、ルーバ面格子、ルーバさく等に適用できる建物用ルーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来建物用ルーバは公知であり、本出願人もルーバ面格子を考案している。
【特許文献１】　特開２００１－３２６４６号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
ところが上記従来のルーバ面格子は、操作ハンドルの回転によって、ギアを回転し、この
ギアと噛合する回転ギアを介して回転カムを回転し、次いで連動バーを上下動し、ルーバ
羽を開閉する構成である。かつ操作ハンドルの回転を所望位置で固定するストッパ機構を
備えている構成である。
【０００４】
ところが上記公知の構成は、操作部材が複雑であり、大型であるために組み立て性、製造
コスト、操作具合等においてやや問題があり、改良案としてより簡単な部材とし、より操
作のしやすい、コンパクトな構成が望まれていた。
本考案は上記要求に応える建物用ルーバを提供する。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
本考案はつぎの特徴を備えている。
その一つは「たて桟間に、長手方向に沿って多数並設しているルーバ羽は、その一端が一
方のたて桟に収められている回転軸に軸支し、その他端は他方のたて桟に収められている
回転カムに軸支し、該回転カムは連動バーに係合しており、該連動バーは操作部材に係合
しており、該操作部材の操作によって連動バーが上下動し、回転カムが回転し、同時にル
ーバ羽が回転して所定角度開閉する構成を有する建物用ルーバにおいて、上記操作部材は
たて桟にとりつけられる細長状の基台を有し、該基台は長手方向両側に取付部を形成し、
中央部に長手方向に複数個の凸凹ストッパ部を略円弧状に形成し、かつ該凸凹ストッパ部
に沿って長手方向にスライド長孔を形成しており、さらに該基台にはレバー受具が内側に
突出してとりつけられており、該レバー受具はレバー本体の一端を回転可能に軸支し、該
レバー本体は軸支部より外側に連動バーに係合する係合部を形成し、さらに他端に基台の
スライド長孔を貫通して操作つまみの取付部を形成しており、該取付部には操作つまみを
該操作つまみの係止突起が基台の凸凹ストッパ部から係合、脱出できるように内、外側方
向に移動可能にとりつけており、ルーバ羽の開閉に際しては、操作つまみを把手して外側
に移動して、操作つまみの係止突起と基台の凸凹ストッパ部との係合を解き、次いで該操
作つまみを所定の位置まで回転せしめることによってこれと連結しているレバー本体が回
転し、同時にレバー本体に係合している連動バーが上下動し、回転カムが回転してルーバ
羽が所定角度開閉し、次いで操作つまみを内側に移動して基台の凸凹ストッパ部に係合す
ることを特徴とする建物用ルーバ」である。
【０００６】
その二つは「上記構成の建物用ルーバにおいて、レバー本体の取付部をコ字型に形成し、
コ字型の空部に操作つまみの取付部を介在せしめて、該取付部の内外側方向に形成した長
孔に連結ピンを通してレバー本体に操作つまみを連結しており、かつ操作つまみに内外方
向に付勢するバネ体をとりつけてレバー本体の取付部に対して内外側方向に移動可能に弾
支状態でとりつけていることを特徴とする建物用ルーバ」である。
【０００７】
その三つは「上記構成の建物用ルーバにおいて、操作つまみが連結ピンを軸として基台の
凸凹ストッパ部側に回転できることを特徴とする建物用ルーバ」である。
【考案の効果】
【０００８】
本考案の建物用ルーバは、ルーバ羽を開閉する操作部材が、たて桟にとりつけられる細長
状の基台を有し、該基台は長手方向両側に取付部を形成し、中央部に長手方向に複数個の
凸凹ストッパ部を略円弧状に形成し、かつ該凸凹ストッパ部に沿って長手方向にスライド
長孔を形成しており、さらに該基台にはレバー受具が内側に突出してとりつけられており
、該レバー受具はレバー本体の一端を回転可能に軸支し、該レバー本体は軸支部より外側
に連動バーに係合する係合部を形成し、さらに他端に基台のスライド長孔を貫通して操作
つまみの取付部を形成しており、該取付部には操作つまみを該操作つまみの係止突起が基
台の凸凹ストッパ部から係合、脱出できるように内、外側方向に移動可能にとりつけてお
り、ルーバ羽の開閉に際しては、操作つまみを把手して外側に移動して、操作つまみの係
止突起と基台の凸凹ストッパ部との係合を解き、次いで該操作つまみを所定の位置まで回
転せしめることによってこれと連結しているレバー本体が回転し、同時にレバー本体に係
合している連動バーが上下動し、回転カムが回転してルーバ羽が所定角度開閉し、次いで
操作つまみを内側に移動して基台の凸凹ストッパ部に係合することによって操作つまみの
位置が固定され、ルーバ羽は所定の開閉角度を保持する。
よって本考案による建物用ルーバことに操作部材は、部材数も少なく、組立てが容易であ
り、コンパクトな構成である。しかも操作が簡単で、老人、子供でも確実にできる。
【０００９】
さらにレバー本体の取付部をコ字型に形成し、コ字型の空部に操作つまみの取付部を介在
せしめて、該取付部の内外側方向に形成した長孔に連結ピンを通してレバー本体に操作つ
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まみを連結しており、かつ操作つまみに内外方向に付勢するバネ体をとりつけてレバー本
体の取付部に対して内外側方向に移動可能に弾支状態でとりつけているので、基台の凸凹
ストッパ部と操作つまみの係止突起との係合が確実に保持される。
【００１０】
さらに又操作つまみは連結ピンを支点として基台の凸凹ストッパ部側に回転できるので、
操作つまみを操作しない平常状態では該操作つまみを回転して倒しておけば体裁もよく、
つまみの基台の凸凹ストッパ部との係合が万全である。仮に子供のいたずらによって操作
つまみを操作しようと思っても、操作つまみが起立している状態に比べて操作が複雑であ
り操作されにくいメリットがある。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１１】
本考案の実施形態を図面を用いて以下に説明する。
図１は本考案の建物用ルーバで、ルーバ面格子の略正面図である。
１は建物用ルーバ、２はたて桟、３は横桟、４は上記たて桟間にその長手方向に沿って多
数並設されているルーバ羽で、この実施例では面格子である。
【００１２】
５は本考案の操作部材である。詳細は後述するが、この操作部材はたて桟にとりつけられ
る細長状の基台６と、該基台にとりつけられるレバー受具と、該レバー受具に回転可能に
軸支してとりつけられるレバー本体と、該レバー本体にとりつけられる操作つまみとから
なり、操作つまみの所定角度の回転操作によってルーバ羽が全開から全閉の間で所定角度
開閉する。
【００１３】
図２は本考案の基台６の斜視図である。該基台は合成樹脂製の細長状の成型体である。長
手方向両側に取付部６ａ、６ａを形成し、中央部に長手方向に複数個（図面では６個）の
凸凹ストッパ部６ｂを略円弧状に形成している。６ａ１はネジ止具の取付孔である。
６ｃはスライド長孔で、上記凸凹ストッパ部に沿って長手方向に形成している。
【００１４】
図３は本考案のレバー受具７の斜視図である。該受具は基台の内側に突出してとりつけら
れる。材質は金属板、合成樹脂板等であり、基台と一体成型体でもよい。７ａは基台への
取付片、７ｂは後述のレバー本体の受部で内側に略直角に屈曲している。７ｃは軸孔、７
ａ１はネジ止具の取付孔である。この軸孔にレバー本体の一端を回転可能に軸支している
。
【００１５】
図４は本考案のレバー本体８の斜視図である。該本体は金属板を加工しており、内側の一
端の軸孔８ａと上記レバー受具の軸孔７ｃとに軸ピン８ａ１を介し、レバー受具にたいし
て回転可能に軸支してとりつけられる。
８ｂは係合部である。この係合部はピン状突起であり、上記軸支部より外側に形成してい
る。この係合部は後述の連動バーに係合して連動バーを上下動させる。係合部の形状は連
動バーの係合部に対応しており連動バーの係合部が凸部状であれば凹部状にして相互に係
合すればよい。
【００１６】
８ｃは取付部である。該取付部はレバー本体の他端に基台６のスライド長孔６ｃを貫通し
て形成される。取付部８ｃはコ字型に形成し、この空部に後述の操作つまみの取付部を介
在せしめて、連結ピン８ｄで連結してとりつける。８ｃ１はピン挿通孔である。
【００１７】
図５は操作つまみ９を示す。Ａは斜視図、Ｂは略側面図である。９ａは把手部、９ｂは把
手部の内側に形成した取付部である。該取付部には内外側方向の長孔９ｃを形成している
。この長孔の長さは操作つまみが内外側方向に移動した際に、基台の凸凹ストッパ部の凹
み部に係止突起と取付部の一部が係合、脱出できる長さを有している。９ｄは係止突起で
取付部の側方と内方に形成している。
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【００１８】
１０は操作つまみに内蔵してとりつけているコイル状のバネ体で、一端をつまみの外方の
所定位置に、他端をレバー本体の連結ピンに固定して、操作つまみを内外方向に付勢して
いる。詳述すれば操作つまみは、係止突起および取付部が基台の凸凹ストッパ部から係合
、脱出できるように内外側方向に移動可能にバネ体に付勢され弾支状態でレバー本体の取
付部にとりつけられている。
操作つまみとレバー本体との連結は上記の取付部の形状、構造つまりバネ体の付勢による
操作つまみの内外方向の移動に替えて、他の実施例とし操作つまみが、その長孔が連結ピ
ンに摺動して、あるいは圧着して内外方向に移動する形状、構造にしてもよい。
一点鎖線は操作つまみ９を上記連結ピン８ｄを軸として基台の凸凹ストッパ部側に回転し
て倒した状態を示す。
【００１９】
図６は本考案操作部材５の略正面図を示す。上記の各部材組立てた状態である。
基台には複数個（図面では６個）の凸凹ストッパ部が略円弧状に形成されており、基台の
内側（図面では下側）にはレバー受具がとりつけられており、該受具にはレバー本体の一
端を軸ピン８ａ１を介して回転可能に軸支している。
【００２０】
しかして軸支部の少し外側には係合部８ｂが形成されている。レバー本体の他端、つまり
外側の取付部には操作つまみの取付部が連結ピン８ｄを介してとりつけられており、基台
の凸凹ストッパ部に、その凹部に係合している。よってこの状態では操作つまみおよびレ
バー本体は回転できず、ルーバ羽は所定の開閉角度を保持している。
【００２１】
図７は連動バー１１の略正面図を示す。該連動バーは帯板１１ａの一側を屈曲して補強し
ている。１１ｂは係合部材で、中央部に凹溝の係合部１１ｂ１を形成した厚板部材であり
、帯板に止具１１ｃ、１１ｃでとりつけている。この係合部にレバー本体のピン状の突起
の係合部８ｂが係合しており、レバー本体の回転によって連動バーが上下動する。上記両
者の係合部の凹部、凸部の形状は逆でもよく、他の係合形状でもよい。１１ｄは回転カム
に係合する係合孔である。
【００２２】
図８は本考案建物用ルーバの組立状態を示す略平面図である。
操作部材の基台６がたて桟２にとりつけられており、該基台の外側に操作つまみ９が凸凹
ストッパ部６ｂに係合されている。たて桟の内空部に位置しているレバー受具７には操作
つまみに連結しているレバー本体８が回転可能に軸支してとりつけられている。このレバ
ー本体に連動バー１１が係合し、該連動バーに回転カム１２が係合している。回転カムは
たて桟（内桟２ａ）に軸支されており、このカムにルーバー羽４の一端がとりつけられ、
ルーバー羽の他端が他方の回転軸１２ａにとりつけられている。ルーバ羽の開閉操作は、
まず操作つまみを把手して外側に移動し、凸凹ストッパ部から脱出せしめ、次いで該つま
みを所定位置まで回転すると、レバー本体、連動バーが連動し、回転カムの回転と同時に
ルーバー羽が回転し所定の角度開閉する。
以上本考案の実施例について説明したが、本考案はこれに限定されず、本考案の技術思想
を逸脱しない範囲の設計変更は可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本考案建物用ルーバの一実施例を示す略正面図。
【図２】同じく基台の略斜視図。
【図３】同じくレバー受具の略斜視図。
【図４】同じくレバー本体の略斜視図。
【図５】Ａは同じく操作つまみの略斜視図。Ｂは同じく略側面図。
【図６】同じく操作部材の略正面図。
【図７】同じく連動バーの略正面図。
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【図８】同じく建物用ルーバの組立て状態を示す略平面図である。
【符号の説明】
【００２４】
１　　建物用ルーバ　　　　　２　　たて桟
２ａ　内桟　　　　　　　　　３　　横桟
４　　ルーバ羽　　　　　　　５　　操作部材
６　　基台　　　　　　　　　６ａ　取付部
６ｂ　凸凹ストッパ部　　　　６ｃ　スライド長孔
７　　レバー受具　　　　　　７ａ　取付片
７ｂ　受部　　　　　　　　　７ｃ　軸孔
８　　レバー本体　　　　　　８ａ　軸孔
８ｂ　係合部　　　　　　　　８ｃ　取付部
８ｃ１ピン挿通孔　　　　　　８ｄ　連結ピン
９　　操作つまみ　　　　　　９ａ　把手部
９ｂ　取付部　　　　　　　　９ｃ　長孔
９ｄ　係止突起　　　　　　　１０　バネ体
１１　連動バー　　　　　　　１１ａ帯板
１１ｂ係合部材　　　　　　　１１ｂ１係合部
１１ｃ止具　　　　　　　　　１１ｄ係合孔
１２　回転カム　　　　　　　１２ａ回転軸
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